
●
と　
き　
4
月
10
日
㈭

　
　
　
　
　
午
後
2
時
〜
午
後
4
時

●
と
こ
ろ　
利
府
自
動
車
学
校

●
定　
員　
先
着
10
人

●
対
象
者　
65
歳
以
上
の
高
齢
運
転
者
の
方

●
申
込
方
法

　
氏
名
、
年
齢
、
連
絡
先
、
普
段
運
転
す
る
車
の

種
類（
M
T
ま
た
は
A
T
）を
、
電
話
ま
た
は
直

接
お
伝
え
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
締
切　
３
月
28
日
㈮
ま
で

問　
危
機
対
策
課　
生
活
安
全
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

転
出
届
・
転
入
予
約
は
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
!

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
方

は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転

出
届
お
よ
び
転
入
予
約（
来
庁
予
約
の
連
絡
）が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
届
の
提
出

を
し
た
後
は
、
別
途
、
転
入
先
市
区
町
村
の

窓
口
で
転
入
届
等
の
手
続
が
必
要
で
す
。

　
問　
町
民
課　
戸
籍
住
民
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
1
8

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を

利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、
住
民

票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
等
が
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
取
得
で
き
ま
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
店
舗

　
セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
な
ど

東
日
本
大
震
災
犠
牲
者
の
追
悼

「
み
や
ぎ
鎮
魂
の
日
」

●
と　
き　
３
月
11
日
㈫

　
　
　
　
　
午
後
２
時
46
分（
１
分
間
）

　
町
内
各
所
に
設
置
し
て
い
る
防
災
行
政
無
線

で
、
サ
イ
レ
ン
音
を
１
分
間
鳴
ら
し
ま
す
。
当

日
は
、
午
前
10
時
と
午
後
２
時
30
分
の
２
回
、

防
災
行
政
無
線
で
黙
と
う
を
呼
び
か
け
る
事
前

ア
ナ
ウ
ン
ス
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解

を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課　
危
機
管
理
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

安
全
運
転
者
研
修
会

　
交
通
事
故
の
実
態
を
踏
ま
え
、
運
転
者
一
人

ひ
と
り
が
思
い
や
り
の
あ
る
運
転
が
で
き
る
よ

う
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
と　
き　
4
月
14
日
㈪
午
後
7
時
〜

　
　
　
　
　
※
要
事
前
予
約

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）研
修
室

●
定　
員　
30
人

※
優
良
運
転
者
表
彰（
交
通
銀
賞
以
上
）を
受
け
る

た
め
に
必
要
で
す
。
受
講
が
２
回
目
以
降
の
方

は
、
修
了
証
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問　
危
機
対
策
課　
生
活
安
全
係 

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

高
齢
運
転
者
交
通
安
全
講
習
会

　
交
通
安
全
講
話
な
ど
の
座
学
と
練
習
コ
ー
ス

を
走
行
す
る
実
技
を
行
い
、
安
全
運
転
の
意
識

高
揚
を
図
る
た
め
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

※
キ
オ
ス
ク
端
末（
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
）設
置

店
舗
に
限
り
ま
す
。

●
取
得
で
き
る
証
明
書

　
住
民
票
の
写
し（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
住
民
票

コ
ー
ド
な
し
）、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍

証
明
書（
本
籍
が
本
町
の
方
）、
戸
籍
の
附
票

（
本
籍
が
本
町
の
方
）、
課
税（
所
得
）証
明
書

●
利
用
可
能
時
間

　
午
前
6
時
30
分
〜
午
後
11
時

　
（
シ
ス
テ
ム
休
止
日
を
除
く
）

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課　
戸
籍
住
民
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
1
8

広告枠

株式会社 水間工務店

声の広報
視覚に障がいのある方に対し、声で広報紙の内容を聞くことができる「声の広報」を、CDにて無料で貸し
出していますので、お気軽にお問い合わせください。　問  秘書政策課　秘書広報係　☎767-2112  

●日曜開庁日
 3月9日（日） 、30日（日）、4月6日（日）、13日（日） 午前9時〜午後1時
 【取り扱い窓口】
 転入・転出等の手続き、住民票等の諸証明発行、 子育て（手当）関係、 国保加入脱退手続き、 
 マイナンバーカードの交付（要予約）、 納税相談、水道開閉栓手続き、
 町内小中学校転入転出手続き（3月30日（日）、4月6日（日）のみ） 
●夜間納税相談窓口

 3月31日（月） 午後8時まで
●今月の納期限

 3月31日（月）
・国民健康保険税（第10期）
・後期高齢者医療保険料（第9期）
●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口

 3月6日（木）　午後7時30分まで
 ※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります。
　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

引越し手続に
ついて

（マイナポータル）

引越し手続オン
ラインサービス
（デジタル庁）

物価高騰支援事業を実施します
　町では、国の交付金を活用し、エネルギー・資材価格等の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者の負担軽減
を図るため、下表のとおり事業を実施します。

令和６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　事業一覧

未就学児世帯にお米（5kg）を配布し経済的に支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：子ども支援課（☎767-2193）①

No. 事業名 内容 事業費
子育て世帯応援
米支給事業 7,935千円

高齢者（75歳以上）に日用品等セットを配布し経済的に支援する事業
◆実施時期：3月～　◆担当：健康推進課（☎356-1334）② 高齢者いきいき生活

支援事業（75歳以上） 27,250千円

保育施設に給食賄材料費、光熱費の高騰分を支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：子ども支援課（☎767-2196）③ 保育施設等給食賄材料費・

光熱費補助事業 7,466千円

畜産農家に対し、飼料購入費の一部を助成し支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：農林水産課（☎767-2191）④ 畜産農家飼料購入費

支援事業 3,727千円

漁業者に対し、燃料費の一部を助成し支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：農林水産課（☎767-2191）⑤ 漁業者燃料費支援事業 308千円

満65歳以上で詐欺撃退電話機を購入した方に対し、購入費の一部を助成し支援する事業
◆実施時期：4月～9月　◆担当：危機対策課（☎767-2174）⑥ 詐欺撃退電話機設置

補助事業 700千円

地域公共交通を担うタクシー事業者に対し、影響緩和策として燃料費の一部を助成し支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：生活環境課（☎767-2147）⑦ タクシー事業者燃料費

支援事業 2,000千円

水道料金の基本料金分を2か月減免し、町民および事業者を支援する事業
◆実施時期：4月～5月請求分　◆担当：上下水道課（☎767-2126）⑧ 水道料金減免事業 40,400千円

給食費単価の値上げを行わず保護者負担分を支援する事業
◆対象時期：R6.4月～R7.3月　◆担当：学校給食センター（☎349-0588）⑨ 学校給食費支援事業 4,691千円

令和６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　給付事業はP8に掲載しています
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電話で聞ける「防災情報テレホンサービス」 ☎356-8951 
放送から12時間以内であれば、内容を確認することができます。（通話料自己負担）

　1月31日（金）に利府町議会臨時会が開催されました。
　町長が提出した議案3件すべてが原案どおり可決されました。
　なお、「令和6年度利府町一般会計補正予算」の議案については、附帯決議されました。

審議の状況は
　　　こちら▶︎ QR

令和 7 年 1 月議会臨時会

●令和6年度利府町各種会計補正予算　2件
　主に次のような事業を実施するために、予算を増額しました。
　子育て世帯応援米支給事業、高齢者いきいき生活支援事業、保育施設等給食賄材料費・光熱費補助金交付事業、
畜産農家飼料購入費支援事業、漁業者燃料費支援事業、詐欺撃退電話機設置補助事業、
公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付事業、物価高騰重点支援給付金交付事業　など

可決された主な議案

問　総務課　総務係　☎︎767-2192

物価高騰支援事業を実施します
　町では、国の交付金を活用し、エネルギー・資材価格等の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者の負担軽減
を図るため、下表のとおり事業を実施します。

令和６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　事業一覧

未就学児世帯にお米（5kg）を配布し経済的に支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：子ども支援課（☎767-2193）①

No. 事業名 内容 事業費
子育て世帯応援
米支給事業 7,935千円

高齢者（75歳以上）に日用品等セットを配布し経済的に支援する事業
◆実施時期：3月～　◆担当：健康推進課（☎356-1334）② 高齢者いきいき生活

支援事業（75歳以上） 27,250千円

保育施設に給食賄材料費、光熱費の高騰分を支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：子ども支援課（☎767-2196）③ 保育施設等給食賄材料費・

光熱費補助事業 7,466千円

畜産農家に対し、飼料購入費の一部を助成し支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：農林水産課（☎767-2191）④ 畜産農家飼料購入費

支援事業 3,727千円

漁業者に対し、燃料費の一部を助成し支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：農林水産課（☎767-2191）⑤ 漁業者燃料費支援事業 308千円

満65歳以上で詐欺撃退電話機を購入した方に対し、購入費の一部を助成し支援する事業
◆実施時期：4月～9月　◆担当：危機対策課（☎767-2174）⑥ 詐欺撃退電話機設置

補助事業 700千円

地域公共交通を担うタクシー事業者に対し、影響緩和策として燃料費の一部を助成し支援する事業
◆実施時期：２月～　◆担当：生活環境課（☎767-2147）⑦ タクシー事業者燃料費

支援事業 2,000千円

水道料金の基本料金分を2か月減免し、町民および事業者を支援する事業
◆実施時期：4月～5月請求分　◆担当：上下水道課（☎767-2126）⑧ 水道料金減免事業 40,400千円

給食費単価の値上げを行わず保護者負担分を支援する事業
◆対象時期：R6.4月～R7.3月　◆担当：学校給食センター（☎349-0588）⑨ 学校給食費支援事業 4,691千円

令和６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　給付事業はP8に掲載しています

7 Public Relations No.596



広告枠

〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹3丁目1-14

TEL（022）231-2245
FAX（022）231-2247
www.sendai-shiko.jp

仙台紙工の「プラス思考」で、
　　あなたの「思い」をもっと豊かに

・・ ・・

TEL 022 356 2424 FAX 022 356 5066

〒981 01１１ 利府町加瀬字東後山１９－１

株式
会社 利府衛生

一般廃棄物処理・産業廃棄物収集運搬
し尿処理・浄化槽維持管理・清掃業務

問　地域福祉課　障がい福祉係　☎︎767-2148

令和７年度障害者自動車ガソリン等費用補助・
福祉タクシー利用料助成事業のお知らせ

＜申請開始＞　ガソリン等費用補助：3月17日（月）〜
　　　　　　　タクシー利用料助成：3月24日（月）〜　

＜持 ち 物＞・該当の障害者手帳
　　　　　　・ガソリン等費用補助券ご希望の方は、運転免許証および車検証

＜助 成 額＞　障害者自動車ガソリン等費用補助　　最大36,000円/年
　　　　　　　障害者福祉タクシー利用料助成事業　最大36,000円/年

＜対 象 者＞※いずれも原則、在宅の場合に限ります。
　　　　　　・身体障害者手帳1、2級
　　　　　　・療育手帳A
　　　　　　・精神障害者保健福祉手帳1、2級

●対象世帯
　令和6年12月13日時点において、町の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員が令和6年度の
住民税非課税となる世帯
●申請期限　7月31日（木）

令和6年度物価高騰対応住民税非課税世帯重点支援
給付金について

　物価高騰による住民の負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい非課税世帯に対し、
3万円を給付します。また、対象となる世帯の中で18歳以下（平成18年4月2日以降に
生まれたこども）のお子さんがいる家庭には、1人あたり2万円を加算して給付します。

問　地域福祉課　福祉総務係　☎︎767-2148

　障がいのある方の地域生活の利便性向上や社会参加を促進して福祉の向上を図ることを目的に、自動車のガソリン
等費用またはタクシーの利用料金の一部を助成しています。
　既に受給されている方には後日更新のお知らせを発送します。また、対象となっている未申請の方は、地域福祉
課障がい福祉係（③番窓口）までお申し込みください。

対象者へは、3月上旬に確認書類を送付します

生活環境課で実施の「民間バスチケットサービス事業」を利用している方は申請できません
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株式会社 大東ジェイホーム

宅地分譲
注文住宅

【県内初】リユース促進に向け
株式会社マーケットエンタープライズと

連携協定を締結しました
　リユース促進および廃棄物削減に向け、株式会社マーケット
エンタープライズが運営するサービス「おいくら」の導入を1月
16日（木）に県内で初めて開始しました。

問　株式会社マーケットエンタープライズ　おいくら運営事務局　☎︎03-6670-2550

サービスについて
詳細はこちら

「おいくら」 とは
マーケットエンタープライズが展開する、
リユースプラットフォームです。不要品
を売りたい方が「おいくら」を通して査
定依頼をすると、全国の加盟リサイクル
ショップに一括査定依頼され、買取価格
を比較することができます。一度の依頼
だけで不要品の買取価格をまとめて比
較し、売却できる手軽さが好評で多く
の方が利用しています。

庁舎敷地内禁煙のご協力について
3月1日（土）から庁舎敷地内を全面禁煙とさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

問　総務課　人事係　☎︎767-2192　財務課　管財契約係　☎︎767-2116

ごみとして出す前に
売却してリユースにつなげてみませんか？

広告枠
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